
大阪府域における河川水質環境基準の類型指定・改定経緯
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水　域 河川水域名 区　　　　　域 ① ② ③ ④ ⑤-1 ⑤-2 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨-1 ⑨-2 ⑩ BOD等 生物項目

淀川下流(1) 宇治川合流点から長柄堰まで Ｂハ → → → → → → → → → → → Ｂハ 未指定

淀川下流(2) 長柄堰より下流 Ｄイ → → → → → → → Ｃイ → → → Ｃイ 未指定

船橋川 全域 　 　 Ｂハ → → → → → → → → → Ｂハ 未指定

穂谷川 全域 　 　 Ｂハ → → → → → → → → → Ｂハ 未指定

檜尾川 全域 　 　 Ｂロ → → → → → → → → → Ｂロ 未指定

天野川 奈良県界より下流 　 　 Ｂハ → → → → → → → → → Ｂハ 未指定

芥川(1) 京都府界から塚脇橋まで 　 　 Ａイ → → → → → → → → → Ａイ 未指定

芥川(2) 塚脇橋より下流 　 　 Bロ → → → → → → → Ａイ → Ａイ 未指定

水無瀬川 全域 　 　 　 Ａイ → → → → → → → Ａイ 未指定

神崎川 安威川、猪名川を除く神崎川 Ｅハ → → → → → Ｂロ → → → → → Ｂロ 未指定

安威川上流 茨木市取水口より上流 Ａイ → → → → → → → → → → → Ａイ 未指定

安威川下流(1) 茨木市取水口から戸伏まで Ｂハ → → → → → → Ｂイ → → → → Ｂイ 未指定

安威川下流(2) 戸伏から大正川合流点まで Ｄハ → → → → Ｃイ → Ｂロ → → → → Ｂロ 未指定

安威川下流(3) 大正川合流点より下流 Ｅハ → → → → → → Ｃイ → → → → Ｃイ 未指定

佐保川及び茨木川 全域 　 　 　 Ｃイ → → Ｂイ → → → → Ｂイ 未指定

大正川 全域 　 　 　 Ｃロ → → Ｂロ → → → → Ｂロ 未指定

勝尾寺川 全域 　 　 　 Ｃロ → → Ｂロ → → → → Ｂロ 未指定

猪名川上流 箕面川合流点より上流 Ｂハ → → → → → → → → → → → Ｂハ 未指定

猪名川下流(2) 藻川分岐点から藻川合流点まで Ｅハ → → → → → Ｄイ → → → → → Ｄイ 未指定

箕面川(1) 箕面市取水口より上流 　 　 Ａイ → → → → → → → → → Ａイ 未指定

箕面川(2) 箕面市取水口から兵庫県界まで 　 　 Ｂロ → → → → Ａイ → → → → Ａイ 未指定

余野川 全域 　 　 Ｂイ → → → → Ａイ → → → → Ａイ 未指定

千里川 全域 　 　 Ｃロ → → → → Ａイ → → → → Ａイ 未指定

田尻川 兵庫県界より上流 　 　 　 　 　 Ａイ → → Ａイ 未指定

一庫・大路次川 京都府界から兵庫県界まで 　 　 　 　 　 Ａイ → → Ａイ 未指定

山辺川 全域 　 　 　 　 　 Ａイ → → Ａイ 未指定

寝屋川 全域 Ｅハ → → → → → → → → → Ｄハ → Ｄハ 未指定

恩智川 全域 Ｅハ → → → → → → → → → Ｄハ → Ｄハ 未指定

古川 全域 　 　 Ｅハ → → → → → Ｄハ → Ｄハ 未指定

第二寝屋川 全域 　 Ｅハ → → → → → → → Ｄハ → Ｄハ 未指定

平野川分水路 全域 　 　 　 Ｅイ → → → → → Ｄイ → Ｄイ 未指定

平野川 全域 　 　 Ｅハ → → → → → → → Ｄロ → Ｄロ 未指定

大川（大川＋城北川）大川全域及び城北川全域 Ｃイ → → → →
城北川
追加

→ → → → Ｂイ → Ｂイ 未指定

堂島川 全域 Ｄイ → → → → Ｃイ → → → → Ｂイ → Ｂイ 未指定

土佐堀川 全域 Ｅハ → → → → Cハ → → → → → → Ｃハ 未指定

道頓堀川 全域 Ｅハ → → → → Ｃイ → → → → Ｂハ → Ｂハ 未指定

正蓮寺川 全域 Ｅロ → → → → Cイ → → → → → → Cイ 未指定

六軒家川 全域 Ｅハ → → → → Ｃイ → → → → Ｂイ → Ｂイ 未指定

安治川 全域 Ｅイ → → → → Ｃイ → → → → Ｂイ → Ｂイ 未指定

尻無川 全域 Ｅロ → → → → Cイ → → → → → → Cイ 未指定

木津川 全域 Ｅハ → → → → Cイ → → → → → → Cイ 未指定

木津川運河 全域 Ｅハ → → → → Cイ → → → → → → Cイ 未指定

住吉川 全域 Ｅハ → → → → Cハ → → → → → → Cハ 未指定

東横堀川 全域 　 　 　 　 　 Cイ → → Cイ 未指定

十三軒堀川 全域 Ｅハ 　 　 解除 　 　 　 　 　 　

石川 全域 Ｂハ → → → → → → → → → → → Ｂハ 未指定

千早川 全域 　 　 Bイ → → → → → → → Ａイ → Ａイ 未指定

天見川 全域 　 　 　 Bイ → → → → → → → Bイ 未指定

石見川 全域 　 　 　 Ａイ → → → → → → → Ａイ 未指定

飛鳥川 全域 　 　 　 　 　 Cロ → → Cロ 未指定

梅川 全域 　 　 　 　 　 Bロ → → Bロ 未指定

佐備川 全域 　 　 　 　 　 Cロ → → Cロ 未指定

大和川中流 桜井市初瀬取入口から浅香山まで Ｃハ → → → → → → → → → → Ｃハ

大和川下流 浅香山より下流 Ｄハ → → → → → → → → → → Ｄハ

東除川 全域 　 　 Cハ → → → → → → → → → Cハ 未指定

西除川(1) 狭山池流出端より上流 　 　 Bハ → → → → → → → → → Bハ 未指定

西除川(2) 狭山池流出端より下流 　 　 Dハ → → → → → → → → → Dハ 未指定

石津川 全域 　 Eハ → → → → → → → → → → Eハ 未指定

和田川 全域 　 　 　 Cハ → → → → → → → Cハ 未指定

大津川上流 泉大津市高津取水口より上流 　 Bロ → → → → → → → → → → Bロ 未指定

大津川下流 泉大津市高津取水口より下流 　 Ｄハ → → → → → → → → → → Ｄハ 未指定

牛滝川 全域 　 Bハ → → → → → → → → → → Bハ 未指定

松尾川 全域 　 Bハ → → → → → → → → → → Bハ 未指定

槇尾川 全域 　 Bイ → → → → → → → → → → Bイ 未指定

父鬼川 全域 　 Aイ → → → → → → → → → → Aイ 未指定

春木川 全域 　 Eハ → → → → → → → → → → Eハ 未指定

津田川 全域 　 Eハ → → → → → → → → → → Eハ 未指定

近木川上流 秬谷川合流点より上流 　 Bイ → → → → → → → → → → Bイ 未指定

近木川下流 秬谷川合流点より下流 　 Eハ → → → → → → → → → → Eハ 未指定

佐野川 全域 　 Eハ → → → → → → → → → → Eハ 未指定

見出川 全域 　 Eハ → → → → → → → → → → Eハ 未指定

樫井川上流 兎田橋より上流 　 Bイ → → → → → → → → → → Bイ 未指定

樫井川下流 兎田橋より下流 　 Eハ → → → → → → → → → → Eハ 未指定

金熊寺川 全域 　 Aイ → → → → → → → → → → Aイ 未指定

男里川 全域 　 Aイ → → → → → → → → → → Aイ 未指定

菟砥川 全域 　 Aイ → → → → → → → → → → Aイ 未指定

山中川 全域 　 Aイ → → → → → → → → → → Aイ 未指定

番川 全域 　 Aイ → → → → → → → → → → Aイ 未指定

大川 全域 　 Aイ → → → → → → → → → → Aイ 未指定

東川 全域 　 Aイ → → → → → → → → → → Aイ 未指定

西川 全域 　 Aイ → → → → → → → → → → Aイ 未指定

Ａ類型 1 10 12 12 14 14 14 17 17 20 22 - 22
Ｂ類型 4 10 19 19 20 20 21 23 23 24 27 - 27

指定水域数（類型別） Ｃ類型 2 2 4 4 8 19 19 15 16 19 14 - 14
Ｄ類型 4 5 6 6 6 4 5 5 4 4 10 - 10
Ｅ類型 15 22 24 23 25 16 14 13 13 13 7 - 7
計 26 49 65 64 73 73 73 73 73 80 80 - 80

指定水域増減 23 16 -1 9 0 0 0 0 7 0

生物B

府が７河川・７水域を類型指定（府公告第50号）

国が大和川(全域)を生物Ｂに指定

大阪市内河川

生物B

大和川水域

寝屋川水域

淀川水域

府が淀川・大和川の支川（１３河川・１６水域）を類型指定【府告示第1247号】

府が十三間堀川の類型指定解除（河川形態喪失、▼１河川・１水域）【府公告第６７号】

泉州諸河川

神崎川水域

概　　　　　　　　　　　　　　要指定・改定日等

国が淀川・大和川水系主要河川（２０河川・２６水域）と大阪湾海域を類型指定【閣議決定】　（その後、淀川、神崎川、猪名川、大和川を除く１６河川は府に移管）

府が泉州の主要河川（２０河川・２３水域）を類型指定【府告示第390号】

国が神崎川、猪名川のうちの２水域の類型を改定（環境省告示第17号）

府が９水域の類型を改定（府公告第112号）

府が９河川・９水域を類型指定（府告示第209号）

国が生活環境の保全に関する項目中に「水生生物の保全に関する項目（全亜鉛）」を追加、「生物A」、「生物特A」、「生物B」、「生物特B」の４類型を設定

国が淀川水域のうち１水域を類型改定（環境省告示第36号）

府が11水域（安威川下流(2)及び大阪市内河川10水域）の類型を改定、1水域の指定範囲を見直し（大川→大川及び城北川）（〃）

府が１３水域の類型を改定（〃）

資料２－２


